
　９月に国が取りまとめた、「こども虐待による死亡
事例等の検証結果等について（第 20 次報告）」によ
ると、児童虐待による死亡事例は年間 60 件を超えて
います。
　一人ひとりが関心を持ち、みんなで子どもたちの
笑顔を守りましょう。

身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、
やけどを負わせる、 溺れさせる  など

性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノ
グラフィの被写体にする   など

ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔に
する、自動車の中に放置する、重い病気になって
も病院に連れて行かない   など

心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的
扱い、子どもの目の前で夫婦喧嘩や家族に対して
暴力をふるう（面前 DV） など

《匿名可能・通話無料・秘密厳守》

虐待かもと思った時などに、すぐに近くの児童相
談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号で
す。（一部のⅠＰ電話からはつながりません。）

上記のほかの相談先
■長野県児童虐待・ＤＶ24 時間ホットライン
　☎026－219－2413
■子育て支援センター　☎82－2291
■教育文化課子ども支援室　☎75－6209

◎問い合わせ先　教育文化課子ども支援室　☎82－3111（内線 253）　直通 75－6209

　町では随時、子育て支援センターで行っています。また、国では子育てや親子関係に悩んだときに、子ども
（18歳未満）とその保護者の方などが匿名相談できる窓口「親子のための相談ＬＩＮＥ」があります。

研修期間

▲過去の研修の様子
（Facebook からご覧になれます。）

　町内在住の高校生または坂城町の高校へ通う高校生を対象に「坂城町タ
イ国研修事業」の参加者を募集します。
　この研修は、将来の坂城町を支えていく高校生に、タイ国で活躍する町内
企業の視察のほか、現地学生との交流や歴史・文化などの異文化体験を通
じて国際感覚を養い、坂城町、さらには日本を再認識するとともに、将来の
展望を考える機会とするため実施するものです。
※詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、タイ国研修事業事務局（企
画政策課内）までお問い合わせください。

令和７年３月23日（日）～27日（木）の３泊５日

◎問い合わせ先　タイ国研修事業事務局（企画政策課内）　☎82－3111（内線224）　直通75－6211

12月13日（金）

タイ国研修事業事務局（企画政策課内）および町ホームページで配布する申込書に必要事項を記入し、
事務局に直接持参するか、または郵送により提出してください。

11万円（別途燃油サーチャージ代がかかる場合があります。）

８名（応募多数の場合は選考になります。）

町内在住の高校生または坂城町の高校へ通う高校生参加資格
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